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特定の分野に係る育成就労制度運用要領 

-外食業分野の基準について- 

令和８年７月 

法務省・厚生労働省・農林水産省編 

 

（制定履歴） 

令和８年７月１０日公表 

 

○ 法務大臣及び厚生労働大臣は、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外

国人の保護に関する法律（平成２８年法律第８９号。以下「法」という。）第７条の２第１

項に基づき、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、「特定

技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及

び育成就労外国人の保護に関する基本方針について」（令和７年３月１１日閣議決定。

以下「基本方針」という。）にのっとり、分野を所管する行政機関の長等と共同して、分

野ごとに育成就労に係る制度（以下「育成就労制度」という。）の運用に関する重要事

項等を定めた育成就労に係る制度上の運用に関する方針を定めなければならないと

され、外食業分野についても「外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度

の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」（令和８年１月２

３日閣議決定。以下「分野別運用方針」という。）が定められました。 

 

○ 法及び外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

施行規則（令和７年法務省・厚生労働省令第４号。以下「規則」という。）においては、

各分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、

当該分野に特有の事情に鑑みて告示で基準を定めることが可能となっているところ、

外食業分野についても、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保

護に関する法律施行規則の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて告示で

定める基準（令和８年農林水産省告示第５７４号。以下「告示」という。）において、外

食業分野固有の基準が定められています。 

 

○ 本要領は、告示の基準等の詳細についての留意事項等を定めることにより、外食業

分野における育成就労制度の適正な運用を図ることを目的としています。 
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第１ 育成就労外国人が従事する業務 

 

【関係規定】 

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一 

二 

（育成就労） 

育成就労法第十一条第一項に規定する認定育成就労計画に基づいて、講習を受け、及び育成

就労法第二条第二号に規定する育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する活

動 

法 

（認定の基準） 

第９条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条第一項の認定の申請があった場

合（同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるも

のである場合を除く。）において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであ

ると認めるときは、その認定をするものとする。 

 一 （略） 

 二 従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標

及び内容として定める事項が、育成就労の区分に応じて主務省令で定める基準に適合して

いること。 

 三～十一 （略） 

規則 

（育成就労の目標及び内容の基準） 

第１３条 （略） 

２ 法第九条第一項第二号の主務省令で定める基準のうち育成就労の内容に係るものは、次の

とおりとする。 

一 従事させる業務において要する技能が次のいずれにも該当するものであること。 

イ 業務区分（従事させる業務において要する技能の属する育成就労産業分野に係る分野

別運用方針に規定する業務区分をいう。）に属するものであること。 

ロ 同一の作業の反復のみによって修得することができるものではないこと。 

二～九 （略） 

基本方針（抜粋） 

第三  特定産業分野及び育成就労産業分野において求められる人材に関する基本的な事項 

３ 育成就労外国人  

（２）育成就労外国人に対しては、育成就労を終了するまでに、育成就労産業分野に属する相

当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得していることが求められる。 
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当該技能の修得に向けては、育成就労分野別運用方針において定める当該育成就労

産業分野の業務区分の中で主たる技能を定めて計画的な育成・評価が行われる必要があ

る。  

当該技能水準は、育成就労分野別運用方針において定める当該育成就労産業分野の

業務区分ごとに、育成就労の開始後１年経過時までに技能検定（職業能力開発促進法（昭

和 44 年法律第 64 号）第 44 条第１項の「技能検定」をいう。以下同じ。）基礎級又は相当

する育成就労評価試験（育成就労法第８条第３項第６号の「育成就労評価試験」をいう。以

下同じ。）により、育成就労を終了するまでに技能検定３級等又は特定技能評価試験により

確認する。 

第四 特定技能所属機関に係る施策並びに育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保

護を図るための施策に関する基本的な事項 

２ 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るための施策に関する基本的事

項  

（１）育成就労実施者の責務 

育成就労実施者は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護について育成

就労を行わせる者としての責任を自覚し、育成就労法第３条に定める育成就労制度の基本

理念にのっとり、適正な労働条件の下で育成就労が実施され、育成就労外国人の人権が

保護されるよう、育成就労を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体

が講ずる施策に協力する責務がある。  

ア 育成就労計画の策定 

育成就労制度においては、育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を

必要とする技能及び日本語能力の修得が効果的に行われるよう、育成就労分野別運用

方針において定める育成就労産業分野の業務区分の中で主たる技能を定めることを始

めとして計画的な育成・評価を行う必要がある。 

育成就労計画は、当該育成・評価及びキャリア形成の要であることから、その策定に

当たっては、講習の内容、従事させる業務の内容、時間、指導体制等についての検討を

行い、育成就労の目標を確実に達成することのできる計画を策定するものとする。  

育成就労実施者には認定を受けた育成就労計画に定める育成就労期間の終期まで

育成就労を行わせる義務があり、監理型育成就労（育成就労法第２条第３号に規定す

る「監理型育成就労」をいう。以下同じ。）における監理支援機関（育成就労法第２条第１

１号に規定する「監理支援機関」をいう。以下同じ。）には当該義務が適切に履行される

よう監理支援を行う義務がある。 

したがって、育成就労実施者や監理支援機関の一方的な都合により、育成就労外国

人が育成就労期間の途中でその意に反して帰国させられることはあってはならない。 

イ 目標として定めた試験の適正な受験等 
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育成就労の開始後１年が経過する時まで及び育成就労を終了する時までに育成就

労外国人に必要な技能及び日本語能力の試験を受けさせることは育成就労実施者の

義務であり、これを通じ育成就労外国人が修得した技能及び日本語能力の評価を行うと

ともに、指導内容、方法、体制等に改善すべき点がないか点検すべきである。 

試験費用については育成就労実施者又は監理支援機関が負担する必要があるほ

か、育成就労実施者は、受け入れている育成就労外国人に確実に試験を受けさせる観

点から、試験の実施者から求めがあった場合には、必要な協力をしていくことが望まし

い。 

なお、育成就労外国人が限られた育成就労期間の中で、効率的・効果的に 技能を

修得できるようにするため、育成就労実施者は、育成就労外国人を指導する立場にある

育成就労指導員や育成就労計画の策定に携わる者の職業能力の更なる向上を図るべ

く、これらの者について技能検定その他の試験の受験等を積極的に推奨していくことが望

ましい。  

分野別運用方針（抜粋） 

第三 育成就労制度に関する事項 

２ 育成就労外国人の育成に関する事項 

外食業分野において設定する主たる技能は、別表３のａ．業務区分の欄に掲げる業務区

分に対応し、それぞれ同表のｂ．主たる技能の欄に定めるとおりとする。 

その上で、育成就労計画に沿って、３年間の育成就労期間を通じて当該主たる技能を修

得するために必要な業務に一定時間計画的に従事させることにより、当該業務と関連する

業務区分の範囲内の業務を経験させることとあいまって、外食業分野に属する相当程度の

知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成する。 

４ その他育成就労制度の運用に関する重要事項 

（１）業務区分及び育成就労外国人が従事する業務 

外食業分野において設定する業務区分及び従事する業務は、特定技能制度と同一とす

る（第二２（１）参照）。 

 

【主たる技能及び必須業務】 

○ 外食業分野の育成就労外国人が従事する業務区分において設定する主たる技能、

必須業務等については、外食業分野の育成就労計画審査基準（追って別紙としてお

示しします。）を参照してください。 

 

【業務区分及び育成就労外国人が従事する業務】 

○ 外食業分野において設定する業務区分及び育成就労外国人が従事する業務は、

本要領別表の業務区分（従事する業務）の欄に記載のとおりです。 
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【相談窓口】 

〇 育成就労外国人を受け入れようとする場合に当該外国人に従事させようとする業務

が外食業分野に該当するか否か不明な場合の問合せ先は次のとおりです。 

   農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課  

   〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

   TEL 03（6744）2053 

 

【確認対象の書類】 

・ 育成就労計画認定申請書（省令様式第１号、第２号、第３号（１）又は第３号（２））。   
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第２ 育成就労外国人に求められる技能水準等 

 

【関係規定】 

法 

（認定の基準） 

第９条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条第一項の認定の申請があった場

合（同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるも

のである場合を除く。）において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであ

ると認めるときは、その認定をするものとする。 

 一 （略） 

 二 従事させる業務、当該業務において要する技能、日本語の能力その他の育成就労の目標

及び内容として定める事項が、育成就労の区分に応じて主務省令で定める基準に適合して

いること。 

 三 （略） 

 四 育成就労を終了するまでに、育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日

本語の能力の評価を主務省令で定める時期に主務省令で定める方法により行うこと。 

 五～十一 （略） 

２ （略） 

規則 

（育成就労評価試験） 

第６条 法第八条第三項第六号の主務省令で指定する試験は、個別育成就労産業分野ごと

に、それぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方針（法第七条の二第一項に規

定する分野別運用方針をいう。以下同じ。）で定める試験とする。 

（育成就労の目標及び内容の基準） 

第１３条 法第九条第一項第二号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。次項にお

いて同じ。）の主務省令で定める基準のうち育成就労の目標に係るものは、次の各号に掲げる

育成就労の目標の区分に応じ、当該各号に定める事項が定められていることとする。 

一 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標 修得させる技能に係る現行

の三級の技能検定又はこれに相当する育成就労評価試験に合格すること。 

二 育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標 本邦での生活に必要な日本語

能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法に

より証明されること。 

２ 法第九条第一項第二号の主務省令で定める基準のうち育成就労の内容に係るものは、次の

とおりとする。 

一～六（略） 

七 イ～ホ（略） 
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 ヘ 育成就労外国人が本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日

本語能力を一定程度修得するために認定日本語教育機関（日本語教育の適正かつ確

実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律（令和五年法律第四十一

号）第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下このヘ及び次号において

同じ。）に置かれた就労のための課程（認定日本語教育機関認定基準（令和五年文部科

学省令第四十号）第二条第二項に規定する就労のための課程をいう。以下このヘ及び次

号において同じ。）において履修する授業科目の授業時間数（育成就労外国人が過去六

月以内に、本邦外において、本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に

必要な日本語能力を一定程度修得するために認定日本語教育機関に置かれた就労の

ための課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。）が百時間以上であること。

ただし、試験その他の評価方法により本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる

業務に必要な日本語能力を一定程度有していることが証明されている場合は、この限りで

ない。 

ト（略） 

八 育成就労外国人の日本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために認定日本語教

育機関に置かれた就労のための課程において百時間以上の授業時間数（育成就労外国人

が、入国後講習において、又は過去六月以内に、本邦外において、育成就労外国人の日

本語の能力に係る育成就労の目標を達成するために認定日本語教育機関に置かれた就

労のための課程において履修した授業科目の授業時間数を含む。）の授業科目を履修する

ことができるよう必要な措置を講じていること。ただし、当該目標が達成されている場合は、こ

の限りでない。 

九 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法務

大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当該

特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当

該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

（主務省令で定める評価） 

第１４条 法第九条第一項第四号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この

条及び次条第１項第１号ロにおいて同じ。）の主務省令で定める時期は、次の各号に掲げる時

期とし、法第九条第一項第四号の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる時期の区分に

応じ、当該各号に定める方法とする。 

一 育成就労の対象となっていた期間（法第九条の三ただし書に該当するものとして法第八条

の六第一項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっている育成就労

外国人にあっては、当該認定の後に育成就労の対象となっていた期間）の合計が一年に達

するまで 次に掲げる方法 

イ 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標に係る基礎級の技能検定又

はこれに相当する育成就労評価試験による方法 



運用要領別冊 

9 

 

ロ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を一定程

度有していることを証明する試験その他の評価方法による方法 

二 育成就労の終了日まで 次に掲げる方法 

イ 育成就労外国人に修得させる技能に係る育成就労の目標に係る三級の技能検定又は

これに相当する育成就労評価試験による方法 

ロ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事させる業務に必要な日本語能力を有して

いることを証明する試験その他の評価方法による方法 

２ （略） 

（法第九条の二第四号イの主務省令で定める期間） 

第２６条 法第九条の二第四号イ（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省

令で定める期間は、個別育成就労産業分野ごとに、一年以上二年以下の範囲内でそれぞれ

当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方針で定める期間（当該期間が一年を超える

場合において、育成就労実施者の変更を制限する期間を一年とする旨を育成就労計画で定

めているときは、一年）とする。 

（法第九条の二第四号ロの主務省令で定める基準） 

第２７条 法第九条の二第四号ロ（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省

令で定める基準は、次のとおりとする。 

一 一定の水準の技能を修得していること、一定の水準の日本語能力を有することその他の個

別育成就労産業分野ごとにそれぞれ当該個別育成就労産業分野に係る分野別運用方針

で定める要件を満たす者であること。 

二（略） 

基本方針（抜粋） 

第三 特定産業分野及び育成就労産業分野において求められる人材に関する基本的な事項 

３ 育成就労外国人  

（２）育成就労外国人に対しては、育成就労を終了するまでに、育成就労産業分野に属する相

当程度の知識又は経験を必要とする技能を修得していることが求められる。 

当該技能の修得に向けては、育成就労分野別運用方針において定める当該育成就労

産業分野の業務区分の中で主たる技能を定めて計画的な育成・評価が行われる必要があ

る。  

当該技能水準は、育成就労分野別運用方針において定める当該育成就労産業分野の

業務区分ごとに、育成就労の開始後１年経過時までに技能検定（職業能力開発促進法（昭

和４４年法律第６４号）第４４条第１項の「技能検定」をいう。以下同じ。）基礎級又は相当す

る育成就労評価試験（育成就労法第８条第３項第６号の「育成就労評価試験」をいう。以

下同じ。）により、育成就労を終了するまでに技能検定３級等又は特定技能評価試験により

確認する。 
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（３）育成就労外国人に対しては、就労を開始する前までに、日本語教育の参照枠 Ａ１相当

以上を基本としつつ、育成就労産業分野ごとに業務上必要な水準を満たす日本語能力が

求められる。 

当該日本語能力水準に関しては、育成就労分野別運用方針において定める当該育成

就労産業分野の業務区分に対応する日本語能力の試験に合格すること又は相当する日

本語講習を認定日本語教育機関（日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本

語教育機関の認定等に関する法律（令和５年法律第４１号）第３条第１項の「認定日本語教

育機関」をいう。）による就労のための課程の講習（認定日本語教育機関認定基準（令和５

年文部科学省令第４０号）第２３条に基づく「特別の日本語教育課程」を含む。）等において

受講することが求められる。 

就労開始前までに当該試験に合格していない育成就労外国人については、育成就労の

開始から１年経過時までに当該試験に合格することが求められる。 

また、育成就労外国人に対しては、育成就労を終了するまでに、日本語教育の参照枠Ａ

２相当以上を基本としつつ、育成就労産業分野ごとに業務上必要な水準を満たす日本語

能力が求められる。 

育成就労外国人は、育成就労分野別運用方針において定める当該育成就労産業分野

の業務区分に対応する日本語教育の参照枠Ａ２相当以上の日本語能力の試験に合格す

ることを目標として育成就労に従事し、当該日本語能力の修得に努めなければならない。  

分野別運用方針（抜粋） 

第三 育成就労制度に関する事項 

１ 育成就労産業分野において求められる人材の基準に関する事項 

外食業分野において育成就労の在留資格で受け入れる外国人は次の（１）に定める試験

に合格した者又は講習を受講した者とする。また、育成就労の開始後一定期間経過時まで

に満たしていることが求められる水準は、次の（２）及び（３）にそれぞれ定める試験に合格し

ていることとする。 

（１）育成就労を開始するまでに求められる日本語能力水準 

① 「日本語教育の参照枠」のＡ１相当以上の水準と認められるもの 

② 認定日本語教育機関（日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機

関の認定等に関する法律（令和５年法律第 41 号）第３条第１項の「認定日本語教育機

関」をいう。）等における当該水準に相当する日本語講習の受講 

（２）育成就労の開始後１年経過時までに満たしていることが求められる水準 

ア 技能水準 

別表３のｃ．技能水準（１年経過時まで）の欄に掲げるもの 

イ 日本語能力水準 

上記１（１）①に掲げるもの 

（３）育成就労を終了するまでに求められる水準 
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ア 技能水準 

別表３のｄ．技能水準（育成就労終了まで）の欄に掲げるもの 

イ 日本語能力水準 

「日本語教育の参照枠」のＡ２．２相当以上の水準と認められるもの 

３ 育成就労産業分野における本人の意向による育成就労実施者の変更（転籍）に関する事

項 

（１）本人の意向による転籍に当たって必要となる技能水準及び日本語能力水準 

外食業分野において育成就労外国人が本人の意向による転籍を行うに当たって必要と

なる技能水準及び日本語能力水準は、次に定める試験にそれぞれ合格していることとす

る。 

ア 技能水準 

別表３のｃ．技能水準（１年経過時まで）の欄に掲げるもの 

イ 日本語能力水準 

「日本語教育の参照枠」のＡ２．１相当以上の水準と認められるもの 

（２）転籍制限期間及びその理由 

転籍制限期間は２年とする。（以下、略） 

（３）１年を超える転籍制限期間を設定した転籍元の育成就労実施者において講じる待遇向上

策 

毎年、育成就労の協議会において、外食業分野における育成就労実施者の賃上げ率

（所定内給与の定期昇給分及びベースアップ分。より高い昇給率となるよう育成就労外国

人のみの賃上げ率も考慮する。）を基準に、昇給率を設定・公表する。１年を超える転籍制

限期間を設定する育成就労実施者においては、在籍する育成就労外国人の所定内賃金

を１年目から２年目にかけて、当該昇給率以上の昇給をすることとする。 

 

○ 育成就労外国人として外食業分野の業務に従事する場合には、就労を開始するま

でに、以下のいずれかの日本語能力水準を満たすことが求められます。 

・ 国際交流基金日本語基礎テスト（ＪＦＴ-Ｂａｓｉｃ）Ａ１相当以上又は日本語能力試験

（ＪＬＰＴ）Ｎ５以上の合格 

・ 認定日本語教育機関の「就労のための課程」等における当該水準に相当する日本

語講習１００時間以上の受講 

 

○  外食業分野において育成就労計画を作成する場合には、本要領別表に定める「育

成就労の終了日まで」に受験する技能試験及び日本語能力の試験の合格を目標とし

て定めます。また、同試験及び同表に定める「育成就労の対象となった期間の合計が

１年に達するまで」に受験する試験をそれぞれ受験させることが必要です。 
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○ 主たる技能を「外食業」とする育成就労外国人は、本要領別表に定める「育成就労

の終了日まで」に受験する技能試験である特定技能１号評価試験の受験要件として、

育成就労の期間において、当該主たる技能に係る育成就労評価試験（初級）の実技

試験に合格することが必要です。 

 

【確認対象の書類】 

・ 本要領別表の「日本語能力水準（技能を修得しようとする業務に従事するまで）」の欄に掲

げる試験の合格証明書の写し 

・ 育成就労計画認定申請書（省令様式第１号、第２号、第３号（１）又は第３号（２）） 

 

【本人意向の転籍が認められる育成就労外国人の技能水準等】 

○  外食業分野において、本人の意向による転籍が認められるために必要な育成就労

外国人の技能水準及び日本語能力水準は、本要領別表（本人意向の転籍時）に定

める技能水準及び日本語能力水準となります。 

 

○ 外食業分野における転籍制限期間は２年です。 

 

○ なお、１年を超える転籍制限期間を設定する育成就労実施者においては、在籍する

育成就労外国人の所定内賃金を１年目から２年目にかけて、農林水産省が設置する

外食業分野に係る育成就労外国人の受入れに関する分野別協議会（以下「分野別

協議会」という。）で設定した昇給率以上の割合によって昇給させなければいけません。 

 

【確認対象の書類】 

＜本人意向の転籍時＞ 

・ 本要領別表「技能水準（本人意向の転籍時）」の欄に掲げる試験の合格証明書の写し 

・ 本要領別表「日本語能力水準（本人意向の転籍時）」の欄に掲げる試験の合格証明書の

写し 

・ 雇用契約書及び雇用条件書（参考様式１－２号）の写し   



運用要領別冊 

13 

 

第３ 上乗せ基準等 

 

【関係規定】 

法 

（認定の基準） 

第９条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第八条第一項の認定の申請があった場

合（同項の認定を受けようとする育成就労計画が労働者派遣等監理型育成就労を行わせるも

のである場合を除く。）において、その育成就労計画が次の各号のいずれにも適合するものであ

ると認めるときは、その認定をするものとする。 

 一～四 （略） 

 五 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。 

 六～十一 （略） 

規則 

（育成就労を行わせる体制及び事業所の設備） 

第１５条 法第九条第一項第五号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この

条において同じ。）の主務省令で定める基準のうち育成就労を行わせる体制に係るものは、次

のとおりとする。 

 一～十二 （略） 

 十三 前各号に掲げるもののほか、申請者の行わせる育成就労が育成就労産業分野のうち法

務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の分野に係るものである場合にあっては、当

該特定の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、

当該特定の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

告示 

外食業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法

律施行規則（以下「規則」という。）第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者（規

則第七条第二号に規定する申請者をいう。）が次のいずれにも該当することとする。 

一 次に掲げる営業所において育成就労外国人を業務に従事させないこととしていること。 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十

二号。以下「風営法」という。）第二条第一項に規定する風俗営業の営業所（旅館業法

（昭和二十三年法律第百三十八号）第三条第一項の許可を受けた者が営む同法第二

条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法

第三条第一項の許可（風営法第二条第一項第一号に規定する風俗営業の種別に係る

ものに限る。）を受けて営んでいる風俗営業に係るものを除く。） 

ロ 風営法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の営業所 

二 育成就労外国人に、接待（風営法第二条第三項に規定する接待をいう。次号において同

じ。）を行わせないこととしていること。 
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三 育成就労外国人を、第一号イの括弧書の規定により風営法第二条第一項に規定する風

俗営業の営業所から除外される営業所において業務に従事させる場合にあっては、接待を

行わせないための必要な措置を講ずることとしていること。 

四 外食業分野に係る分野別協議会（外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国

人の保護に関する法律（平成二十八法律第八十九号）第五十四条第一項に規定する分野

別協議会をいう。以下同じ。）において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしてい

ること。 

五 外食業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。 

六 外食業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はその委託を受

けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行う

こととしていること。 

基本方針（抜粋） 

第二 特定産業分野及び育成就労産業分野に関する基本的な事項等 

２ 育成就労産業分野及び労働者派遣等育成就労産業分野の選定に関する基本的な事項

並びに育成就労外国人の雇用形態 

（３）育成就労外国人の雇用形態 

育成就労外国人（育成就労法第２条第４号に規定する「育成就労外国人」をいう。以下

同じ。）の雇用形態については、原則として、フルタイムとした上で直接雇用とする。 

分野別運用方針（抜粋） 

第三 育成就労制度に関する事項 

４ その他育成就労制度の運用に関する重要事項 

（２）育成就労外国人の雇用形態 

直接雇用に限る。 

（３）育成就労産業分野に特有の事情に鑑みて講じる措置等 

育成就労実施者に対して特に課す条件 

① 育成就労実施者は、育成就労外国人に対して、風俗営業法第２条第１項に規定する

風俗営業を営む営業所において就労を行わせないこと。ただし、旅館・ホテル営業（旅館

業法第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業をいう。）の形態で旅館業を営み、かつ、

同法第３条第１項の旅館・ホテル営業の許可を受けている場合はこの限りではない。 

② 育成就労実施者は、育成就労外国人に対して、風俗営業法第２条第５項に規定する 

性風俗関連特殊営業を営む営業所において就労を行わせないこと。 

③ 育成就労実施者は、育成就労外国人に対して、接待を行わせないこと。なお、その確

実な履行を図るため、必要な措置を講じること。 

④ 育成就労実施者は、育成就労の協議会に対し、必要な協力を行うこと。 

⑤ 育成就労実施者は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要 

な協力を行うこと。 
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１． 育成就労外国人の雇用形態 

○ 直接雇用に限られます。 

 

○ 外食業分野は、労働者派遣等育成就労産業分野として定められていないため、

労働者派遣等の形態により育成就労外国人を就労させることはできません。 

 

２． 育成就労産業分野に特有の事情に鑑みて講じる措置等 

○ 育成就労を行わせる体制に係る基準として、外食業分野に特有の事情に鑑みて

規則第１５条第１項第１３号に基づき告示をもって定めたものです。 

 

育成就労を行わせる体制の基準に関するもの 

告示 

外食業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法

律施行規則（以下「規則」という。）第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者（規

則第七条第二号に規定する申請者をいう。）が次のいずれにも該当することとする。 

一 次に掲げる営業所において育成就労外国人を業務に従事させないこととしていること。 

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十

二号。以下「風営法」という。）第二条第一項に規定する風俗営業の営業所（旅館業法

（昭和二十三年法律第百三十八号）第三条第一項の許可を受けた者が営む同法第二

条第二項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設に設けられた営業所であって、風営法

第三条第一項の許可（風営法第二条第一項第一号に規定する風俗営業の種別に係る

ものに限る。）を受けて営んでいる風俗営業に係るものを除く。） 

ロ 風営法第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の営業所 

二 育成就労外国人に、接待（風営法第二条第三項に規定する接待をいう。次号において同

じ。）を行わせないこととしていること。 

三 育成就労外国人を、第一号イの括弧書の規定により風営法第二条第一項に規定する風

俗営業の営業所から除外される営業所において業務に従事させる場合にあっては、接待を

行わせないための必要な措置を講ずることとしていること。 

四 外食業分野に係る分野別協議会（外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国

人の保護に関する法律（平成二十八法律第八十九号）第五十四条第一項に規定する分野

別協議会をいう。以下同じ。）において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしてい

ること。 

五 外食業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。 
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六 外食業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はその委託を受

けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行う

こととしていること。 

 

○ 育成就労実施者は、外食業分野の育成就労外国人を、風俗営業等の規制及び

業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号。以下「風営法」という。）

第２条第１項に規定する風俗営業を営む営業所において業務に従事させてはなりま

せん。 

ただし、旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第３条第１項の旅館・ホテル営業の

許可を受けた者が営む同法第２条第２項に規定する旅館・ホテル営業に係る施設

に設けられた営業所であって、風営法第３条第１項の許可（風営法第２条第１項第

１号に規定する風俗営業の種別に係るものに限る。）を受けて営んでいる風俗営業

の営業所（以下「対象旅館等」という。）であれば、業務に従事させることは可能です。 

具体的には、接待を伴う飲食提供がある旅館・ホテルのレストランや宴会場等で

あっても、対象旅館等においては外食業全般の業務に従事させることができます（た

だし、後述のとおり、この場合であっても、育成就労外国人に「接待」を行わせてはい

けないほか、接待を行わせないための必要な措置を講じなければなりません。）。 

 

○ 育成就労実施者は、外食業分野の育成就労外国人を、風営法第２条第５項に規

定する性風俗関連特殊営業を営む営業所において業務に従事させてはなりません。 

 

○ 育成就労実施者は、外食業分野の育成就労外国人に、風営法第２条第３項に規

定する接待を行わせてはなりません。具体的な接待の定義及び判断基準について

は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準に

ついて（通達）」（令和７年１０月２０日付け警察庁丙保発第１４号、丙人少発第３８

号）の第２を参照してください。 

https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoantsutatu2/R07101

7hueikaisyaku.pdf 

 

○ 対象旅館等において育成就労外国人を就労させる育成就労実施者は、接待を行

わせないための必要な措置を講じなければなりません。具体的には、分野別協議会

に加入していない場合は、分野別協議会に加入する際に、既に分野別協議会に加

入している場合は、当該就労を開始させる前に、接待防止マニュアルの作成及び育

成就労外国人からの相談体制の整備を行う必要があります。また、 

① 育成就労外国人に接待を行わせないこと 

② 接待防止マニュアルにより接待の防止に関する説明を行うこと 
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等を誓約する誓約書及び接待防止マニュアルを、あらかじめ分野別協議会に提出

する必要があります。 

 

○ 分野別協議会の構成員である育成就労実施者が、育成就労外国人に接待を行

わせたことが、分野別協議会により認められた場合、分野別協議会は当該育成就

労実施者の除名を行い、除名措置を行ったことを公表します。 

 

○ 接待を行わせないことの確実な履行のために必要な場合は、農林水産省は観光

庁と連携して育成就労実施者に対して指導を行うこととし、その後の改善が認めら

れない育成就労実施者について、分野別協議会の構成員から除名を行い、除名措

置を行ったことを公表します。 

 

○ 育成就労実施者は、外食業分野の育成就労外国人を受け入れる場合には、当

該育成就労外国人に係る育成就労計画の認定申請の前に、分野別協議会に加入

していることが必要です。 

 

○ 分野別協議会では、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図る

ため、外食業分野に特有の事情に鑑み、固有の措置の設定について協議を行いま

す。育成就労実施者は、分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を

適切に講じることが必要です。 

 

○ 育成就労実施者は、分野別協議会に対し、必要な協力を行わなければならない

ほか、外食業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣又はそ

の委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対し

て必要な協力を行わなければなりません。 

 

○ 分野別協議会において協議が調った事項に関する措置を講じない場合や、分野

別協議会等に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないこととなり

ます。 

 

○ 分野別協議会に関する問合せ先は次のとおりです。特に分野別協議会において、

外食業分野の対象でないと判断された場合には、外食業分野の育成就労外国人

を雇用することはできませんので、外食業分野の受入れ対象事業所の可否につい

て疑義がある場合は、分野別協議会の加入申請をする前に問合せ願います。 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部新事業・国際グループ  

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１－２－１ 
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TEL 03（6744）2397 

 

※外食業分野における外国人材の受入れについて 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html 

 

 【確認対象の書類】 

・ 分野別協議会の構成員であることの証明書   
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第４ 育成・キャリア形成プログラム 

 

分野別運用方針（抜粋） 

第一 特定技能制度及び育成就労制度に共通する事項 

４ その他特定技能制度及び育成就労制度に係る制度の運用に共通する重要事項 

（１）特定技能外国人及び育成就労外国人のキャリア形成等に関する事項 

農林水産省は、関係業界等と協働して、育成就労、特定技能１号及び特定技能２号に

係る外食業分野の人材育成を内容とする外食業分野における「育成・キャリア形成プログラ

ム（以下「育成プログラム」という。）」を策定する。外食業分野における育成プログラムは、次

の事項を含む特定技能制度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、特定

技能外国人又は育成就労外国人が、自身のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見

できるものとするとともに、関係業界、特定技能所属機関、育成就労実施者等において、受

け入れる外国人への計画的かつ的確な育成・評価等を行うための指針とする。 

① 各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数 

② レベルアップするときに必要な経験、実績、資格・検定など 

 

○ 外食業分野における育成・キャリア形成プログラムは、次の事項を含む特定技能制

度及び育成就労制度を通貫したものとすることを基本とし、育成就労外国人が、自身

のキャリアを俯瞰し、技能等の向上・育成を予見できるものとするとともに、関係業界及

び育成就労実施者等において、育成就労外国人への計画的かつ的確な育成・評価

等を行うための指針です。 

① 各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数 

② レベルアップするときに必要な経験、実績、資格・検定など 

 

○ 外食業分野における育成・キャリア形成プログラムは、農林水産省のホームページに

掲載されます。   
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第５ 技能実習の目標となる試験と育成就労の目標となる試験の関係 

 

○ 技能実習の目標となる試験と同一又は相当する育成就労産業分野に係る分野別

運用方針に定められた試験との関係は、以下の表のとおりです。 

なお、技能実習を行っていた期間等に応じ、育成就労の通算期間等に関する基準

を満たす必要もあるので注意してください。例えば、技能実習を３年以上行っている場

合は、育成就労計画の認定を受けることができず、技能実習を２年以上行っている場

合は、下表において対応する業務区分以外の育成就労を行わせることができません。 

 

技能実習の目標とな

る試験 

育成就労産業分野 業務区分 育成就労の目標とな

る試験 

医療・福祉施設給食

製造技能評価試験

（専門級） 

外食業分野 外食業 医療・福祉施設給食

製造育成就労評価

試験（専門級） 

 

【問合せ窓口】 

○ 外食業分野に関する問い合わせ先は次のとおりです。 

農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課 

〒100-8950  東京都千代田区霞が関１－２－１ 

TEL  03(6744)2053 

 

○ その他、問合せに関する詳細は、以下の農林水産省のホームページ※をご覧くださ

い。 

※外食業分野における外国人材の受入れについて 

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/gaikokujinzai.html 

 

 


